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■青森県環境生活部　県民生活文化課　
　長尾裕子
■青森県消費生活センター　
　消費者教育コーディネーター　増田あけみ

長尾：
　そうしましたら、青森県の取組をご紹介したいと思
います。
　私は青森県庁の長尾と申します。

増田：
　私は青森県消費生活センター、教育啓発課の増田で
ございます。よろしくお願いいたします。

長尾：
　そして、後ろにいるのが、消費者教育推進大使でも
あります、センターのマスコット「テルミちゃん」です。
よろしくお願いします。
　

　青森県では、大学、高校、中学校、特別支援学校で、
消費者教育を進めておりますが、今日は「高等学校に
おける消費者教育推進事業」についてご説明をしたい
と思います。
　平成 27 年度から３カ年は、ご覧いただいているよう
に、各モデル校において関係教科で消費者教育に取り
組んできました。その中では、本日の講師である西村
先生、柿野様にもご協力をいただいております。
　しかし、このモデル校での先進的事例が県内の高等学
校に広がるのは難しいところがありまして、取組を点
から面へということで、平成 30 年のアクションプラン
に基づきまして、八戸工業大学の橋本都副学長を委員
長とする、家庭科、公民科・商業科の先生方、関係指
導主事、法律の専門家などで構成する検討委員会を設
置し、カリマネを踏まえた指導事例、消費者庁の作ら
れた高校生向けの教材の「社会の扉」の活用、それから、
弁護士・司法書士等との連携による授業実践について
協議し、実際に授業を行って、その結果を消費生活セ

地方公共団体における
消費者教育の事例報告

【青森県における取組】

青森県環境生活部 県民生活文化課

長尾 裕子 氏

青森県消費生活センター 消費者教育コーディネーター

増田 あけみ 氏

学び、つながり、広がることが

地域の「消費者力」アップに

青森県消費生活センター

高等学校における消費者教育推進事業
平成 年度 平成 年度 平成 年度

八戸中央高校・百石高校
家庭科
青年期の課題リスクを考える
衣生活の自立：フェアトレード
親の役割：子どもの食生活費
保育体験学習：将来の消費行動に活かすために

板柳高校・弘前高校
家庭科
賢い消費者として行動するために フリマアプリ
消費者の権利と責任 クラスＴシャツ
消費行動と意思決定 住宅情報から読み取れること
現代社会
自立した消費者への道
消費者保護と契約

浪岡高校
公民科と家庭科の連携
青森中央高校
総合的な学習の時間：「課題研究」
青森商業高校
課題研究 オリジナル商品の消費者目線の広報

若年者への消費者教育の推進に関する
アクションプログラム
高等学校における消費者教育の推進
①学習指導要領の徹底
②消費者教育教材の開発、手法の高度化
・社会への扉の活用、アクティブラーニング、

③外部の講師の活用（実務研修者）
④教員の養成・研修

検討委員会 年４回程度
家庭科・公民科・商業科等の教員
関係指導主事・法律の専門家
大学教授、消費生活の専門家

〇カリマネを踏まえた指導事例等
〇「社会への扉」の活用
〇弁護士、司法書士等との連携による授業実践（ 元～）

消費生活センターホームページへの掲載消費者教育に関する
・研修会
・先進校
・フォーラム、セミナー

点から面へ

教科部会等での周知

モデル校での実施



27

ンターのホームページに掲載することとし、県高校教
育研究会の各教科部会などで紹介するなど、多くの学
校が実践できるように取組を進めております。こういっ
た取組ができているのは、県消費生活センター、県教委、
校長会、各関係機関などでの情報共有と連携によるも
のと考えております。

高等学校における消費者教育推進事業

高等学校における消費者教育推進検討委員会
（構成：消費者教育関係教職員、大学教員、

法律の専門家、消費生活の専門家 等）

消費者教育の体系イメージマップ及び
カリキュラム・マネジメントを踏まえた指導事例 作成
・〔家庭科〕 ・〔公民科〕 ・〔商業科〕

青森県消費生活センター

検討・作成

学校への提供・公表

県内全高等学校へ提供
県センター での公表

カリキュラム・マネジメント

弁護士・司法書士との連携授業

学び、つながり、広がる

次の３つの取組について説明します！

　本日は取組のうち、カリキュラムマネジメント、弁
護士・司法書士との連携授業、生徒自身が学んだこと
を基に地域でのつながりが広めていくことの３つを中
心にお話をしていきたいと思います。

カリキュラム
マネジメント

増田：
　それでは、私のほうから１つ目のカリキュラムマネ
ジメントについてお話したいと思います。
　青森県消費生活センターホームページに、消費者教
育の体系イメージマップとカリキュラムマネジメント
を踏まえた指導事例を掲載しています。
　これは家庭科の事例です。イメージマップの各項目
に関係する題材をクリックすることで指導案、ワーク
シート、実践レポートを見ることができます。

　次は、公民・現代社会です。事例については、公共
の授業も視野に入れた内容になっています。これは実
際の公民の授業の様子と授業後に、検討会議でカリキュ
ラムマネジメントについて話し合いをしている様子で
す。商業科も同じように掲載しておりますのでホーム
ページでご覧いただけたらと思います。
　ここからは、家庭科での実践についてお話しします。
授業の題材は「これからの衣生活」です。授業の導入
のところで、これまでの学習の振り返りをし、その後
に現代社会の授業で「消費者に求められること」につ
いて学習したことを生徒へ確認し、授業を進めており
ました。
　生徒たちは、実際に新社会人になったときのスーツ
の選び方について、実物を見ながらグループで話し合
い、決定するポイントを決めていきます。その後、教
師から最近の衣生活の中で起きている問題点を提起し、
フェアトレード商品、エシカルファッション、ユニバー
サルファッションなどについて具体的な事例を通し説
明し、衣服の選択の仕方について考えさせました。

〔公民・現代社会〕
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　最後に、SDGs と関連付け、持続可能な社会を目指す
ため、①衣服の選択、②衣服の着用の仕方、③着なくなっ
た服の利用方法などを考え、行動することとまとめて
いました。
　授業終了後、検討会議で、他教科との関連、カリキュ
ラムマネジメントについて協議しました。
　A グループでは、消費者教育は家庭科、公民、商業
のコラボが可能である。商業のビジネスマナーでは服
装の選び方は行わず、スーツを着た後のところから始

めるので、家庭科のやっている内容が分かっていると
進めやすい。３教科の共通は３R である。家庭科で身
近な消費生活について具体的に行うことにより、商業、
公民の授業において、それぞれの内容を生徒がより理
解しやすいものとなる。
　B グループでは、各教科でも取り組める内容を確認し、
商業では食の問題３R、売り手側の立場、公民ではスー
ツの選択については、自立した消費者で活用できる。
家庭科では、普段の生活の中で身近なことが内容とな

指導事例の検討例：家庭科の授業



29

るが、公民・商業の視点で捉えることで授業の幅が広
がる。このように、各教科の授業をつなぐことによって、
より効果的に消費者教育が推進されるものと考えてお
ります。

弁護士・司法書士
との連携授業

長尾：
　次に、「弁護士・司法書士との連携授業」について、
お話をします。消費に関しては、契約がかかわるので、
法律の専門家である弁護士や司法書士との連携が効果
的です。全国でも弁護士・司法書士の方が学校で講演
する事例はあると思いますが、この検討委員会では、
生徒の実態に合わせて、弁護士、司法書士の方に話し
てほしい部分を打ち合わせして、授業の担当の先生と
のコラボレーションで行うということとしました。

カリキュラム・マネジメント
を踏まえた

指導事例等の検討

指導事例の検討例：授業後の検討

SDGｓを各班で１
つくらい選ばせて
も良いと思う

ケースに応じた
服装
⇒ディスプレイ等
の販売方法

商業

環境問題
３R

公民

Ａグループ

経済活動と法
製造・販売する者
の責任

商業

ビジネス実務
ビジネスマナー
TPOに応じた服
装

商業

ビジネス基礎
企業モラル

商業

ビジネスマナー
服装

商業

未使用品をリメイ
クしてビジネスへ

商業

消費者の商品選
びの条件

商業

企業の社会貢献
３R

商業

労働問題
労働環境

公民

環境問題
資源は有限である

公民

国際経済
フェアトレード

公民

取組とSDGｓのつ
ながり
（可能性）

３Ｒ
SDGｓを他の分野
でも活用

スーツを実際に
触って、又表示を
見て自分たちで
選ばせる（理由）

・ライフステージ
・食生活など
他の内容との関
連あり

スーツに触れる
条件の示し方

スーツの置き場
入口だと視覚に
入っていなかった

身近な事例を取
り入れている
（わかりやすい）

十和田市のＨＰ
紹介
生徒のくいつきが
良かった

「シーンに合ったスー
ツを考えよう」

↓
シーンが各班違った
ところがおもしろい

スライドの見せ方
上手

協議題：カリキュラムマネジメントを踏まえた学習内容について

（家庭科） （公民） （商業）

ブランド服焼却
処分問題

↓
ブランド価値の下
落、損失

↓

バングラデシュ
2013年
工場倒壊
（生産）

Ａ～Ｃのスーツの中
で「シーンに合った
スーツを考え」、着装
を工夫させる
⇒SDGｓのどれに該
当するか考えさせる

行政の取り組
み

＜生徒の様子＞

・ＧＵ、しまむら
・メルカリ
・私服

・積極的に発言
できる生徒
・自分の意見に
自信がない

フェアトレード
（貿易）

ＣＳＲ
（イオン）

日本の輸入輸
出

中国

繊維の生産量
や供給量

現社で出てくる「自
立した消費者」に
なること
⇒今回のスーツ選
びではどういうこと
か振り返らせる

衣服を作る側の
（企業）
取り組み
Ⅱ
消費者がどう取り
入れるか

防ぐためにどうい
うビジネスが考え
られるか

↓
リネーム・ビジネス

生産環境
商品開発の視
点

顧客（消費者）ニーズを
調査、品揃え、広告、
宣伝、販売活動全般
↓

ビジネス基礎、マーケ
ティング広告と販売促
進など

どのような取組み
が、価値の下落に
つながっているか

⋮
課題発見、解決型
学習の入口の教育

３Ｒの社会的意義を
成果に結びつけるた
めの手段・方法の考
案

⋮
マーケティング

販売側に必要
な知識
フェアトレード
商品のすすめ

商品製造に関
わる企業のＣＳ
Ｒ
↓

経済活動と法

フェアトレード
など貿易関連
↓

ビジネス経済

商業公民 家庭科

３Ｒをさらに見
つけてみる

雑巾に適する
ものと雑巾に
適さないもの

＜生徒の意見＞

「リサイクルす
る方法があまり
思いつかない」

協議題：カリキュラムマネジメントを踏まえた学習内容について

Ｂグループ
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　まずは、弁護士との連携授業の例です。家庭科基礎
の家計管理において、消費者の権利と責任を自覚して
行動ができるよう、契約の重要性や消費者保護の仕組
みについて理解するための授業です。

　カードローンに関する若者の消費者トラブルについ
て、ロールプレイングをし、どの場面で被害を回避で
きたのか、グループで話し合い発表。県内の事例等を
踏まえて、弁護士から解説してもらうという流れです。

　生徒からは「どのようなリスクがあり、回避の仕方
がよく分かった」などの感想があり、成年年齢引き下
げによるリスクについてもよく理解できたようでした。

　次に、司法書士との連携授業の例です。商業高校の
課題研究の授業の中で、生徒が企画、検討している地
元企業のインターネット販売サイトを運営する上で、
お客様が安心して商品を購入できるための情報発信に
ついての授業です。司法書士の方が電子契約法、特定
商取引法について説明をして、生徒はこれまで考えて
いた方法について見直すという流れになっています。
　生徒からは次のような感想が寄せられております。

「消費者側に立って商品を販売すること、曖昧な表現で
お客様に疑問を持たせないようにすることなどを学ん
だ。」「正確性に欠けることや本来の価格を偽って正規

弁護士との
連携授業

私は大丈夫
判断が鍵となる
リスクマネジメント

ねらい：消費者保護の仕組みについて、具体的事例をもとに情報を収集整理し、生活
におけるリスクに気付き、消費者被害の防止や救済措置について成年年齢引
き下げが影響する内容について理解する（資産形成のリスクマネジメント）

元 県立青森西高等学校での授業例（弁護士）

司法書士との
連携授業

お客様が安心して
商品を購入できる
情報を発信！

ねらい：個人情報保護法及び特定商取引法の目的を理解し、ネット通販サイトを利用
するお客様に配慮した記載内容を考えることができる

県立青森商業高等学校での授業例（司法書士）
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品とすることなど、実際に起こった判例、事例の紹介
も参考になり、絶対にやってはいけないなどと思った。」
また、一緒に授業を担当した先生からも「予想以上の
効果が得られた」との報告がありました。

増田：
　それでは、最後に、高校生の皆さんが学校で学んだ
ことを基に地域とつながり、広げていくことで、地域
の消費者力はもとより、生徒自身の消費者力のアップ
につながっていくことについてお話しします。
　県では、在学中に成年となる県内全ての高校１年生
に向けて、消費生活において若者に身に付けてほしい

内容をまとめた、若者向けリーフレット「消費の力で
未来が変わる」、テルミちゃんがトラブル事例を紹介し
ているクリアファイルを配布したところです。
　では、高校生の２つの活動をご紹介します。
　１つ目は「新しい生活へ Go To プロジェクト」、消費
者意識向上を目指して活動している青森県立青森西高
等学校、家庭クラブの取組です。成年年齢引き下げま
でに消費者意識向上のため、クラブ員考案の「18 活動
イメージキャラクター」が作られました。消費生活啓
発担当チームが校内の啓発活動のため、生徒向けの簡
単で見やすい情報紙を作成しています。継続的に発行
し、情報提供をしています。
　高校生の消費者意識を高めるため、知事も参加して
いるテルミちゃんダンス動画に、１年生全クラス参加。
地域住民向けの啓発活動では、健康まつりにおいて、
ステージ発表や体験ブースでの着ぐるみを着ての PR や
子ども向けの塗り絵体験などを実施しました。消費者
月間には、「豊かな未来へ」と布マスク着用の動画を作
成しました。動画をご覧ください。

学び､つながり､広がる
発信することがさらなる「消費者力」アップに

全ての高校 年生へ配布

情報紙の発行

着ぐるみ初体験！
子供たちが駆け寄ってきます

【地域】啓発活動ダンス・グッズ配布

県消費生活センター
イメージキャラクターとコラボ

消費者月間 動画で発信

消費者月間
「豊かな未来へ」
メッセージ動画配信
（県消費生活センター ）

新しい生活へ ｏプロジェクト
消費者意識向上を目指して

青森県立青森西高等学校家庭クラブ

クラブ員考案の
１８活動イメージ
キャラクター
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（動画）
　さらに、消費生活センターイメージキャラクター、
テルミちゃんにマスクを作るというストーリーで、新
型コロナウイルスに便乗した消費者トラブル防止につ
いて配信したところです。

（動画）
　成年年齢引き下げにより在学中に成年となる１年生
のアンケートです。入学時の４月と授業や活動した後
の９月に実施した結果です。ご覧のとおり、活動の場
を地域、Web での情報発信に広げたことが成年年齢引
き下げの理解につながったとアンケートから読み取る
ことができます。同じように、リスクマネジメントに
ついては、地域の生活課題や若者の消費者トラブルに
ついて学び、実際に活動を発信していくことでリスク
マネジメント意識を高めることができたと捉えること
ができます。

いいえ

アンケート調査実施
年 月 名）

成年年齢引き下げはいつからか知っている

はい

アンケート調査実施
年 月 名）

いいえ

いいえ

アンケート調査実施
年 月 名）

リスクマネジメントを意識している

はい

いいえ

アンケート調査実施
年 月 名）

　高校生の皆さんは、消費に関する課題は人によって
違ったり、社会の変化によって現れることから、多様
な方々から情報を得る、自分の意見を伝え交流するこ
とで課題に対する見方や考え方が広がり、解決につな

がることを知ったようです。リスクマネジメントをし
ながら、新しい生活を創り、豊かに生きていけるように、
これからも解決する活動を進めていきたいとまとめて
います。

♪ルルル♫
自分を守ル・地域を守ル・社会を守ル

～木高生が消費社会の一員になる～

青森県立木造高等学校
１年次

　２つ目は、高校生が地域に発信した事例です。地域
において、消費生活にかかわる団体が交流、連携しな
がら、情報共有や意見交換などを行う「消費者フォー
ラム in つがる」が令和２年 10 月 22 日に、つがる市で
開催されました。そのフォーラムにおいて、県立木造
高校１年生８名が成年年齢の引き下げに伴う消費者ト
ラブルや県内の消費者被害の現状など、「自分」、「地域」、

「社会」という観点から、自ら考え、実践している学校
での消費者問題への取組を発表しました。

　「自分を守ル」、「地域を守ル」、「社会を守ル」、３つ
の「ル」についての実践発表でした。「自分を守ル」た
めには、消費者被害を未然に防ぐということから、本当
に必要なものなのか、場に流されていないか、勧誘者
は本当に信じられるかなどの「６つの視点」を意識して、
警戒感を高めておく。若者に多いトラブルについて情
報を得て、成年年齢が引き下げられてもトラブルに遭

消費の力が地域を変える

色褪せ

課題に対する
見方や考え方
が広がる

リスクマネジメントしながら、
新しい生活を創る

多様な方々から情報を得る
自分の意見を伝え、交流する
情報発信をする

つのル
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わないようにする。「地域を守ル」ためには、普段から
いろいろな詐欺の話を伝え、情報を共有する。身近な
人の変化に気付き、声を掛け、相談機関につないだり、
ネットワークを強化する。留守番電話や録音装置を付
ける。おかしいと思ったら、相談窓口に相談するなど
が大切であり、このようなことを高校生が地域に呼び
かけるための消費者トラブル防止ビデオを制作中であ
ること。また、「社会を守ル」ためには、消費者トラブ
ルに泣き寝入りすることなく、関係機関、消費生活セ
ンター、警察専用窓口に早めに相談し解決を図ること。
それが地域の安全・安心な暮らしにつながる。消費者
が行動することで被害が減少したり、公的機関が動き、
法律が整備されると、フォーラム参加者へ呼びかけま
した。
　発表した高校生は、消費者市民社会の一員になるた
めに勉強中で、常に世の中の出来事を他人事ではなく
自分のこととして捉え、行動していきたいと伝えまし
た。最後は、地元キャラクターのつがーるちゃん、セ

ンターのテルミちゃん、高校生の皆さん、参加者の皆
さんが一緒に「テルミーダンス」を踊り、さらにつな
がりを深めたところです。
　このように、高校生が学校で学んだことを校内では
もとより、家族や地域に発信することで、確実に高校
生自身の消費者力がアップし、成年年齢引き下げで懸
念される消費者トラブルにもしっかりと対応できるも
のと考えています。

年度作成動画

青森県知事 三村申吾

消費者被害を未然に防ぐためには日ごろから
「6つの視点」を意識して、警戒感を高めておく。

自分を守ルためには

消費者庁 政府広報オンラインより

消費者トラブルだ

相 談

消費者市民社会の実現・法律の整備

行動する

トラブルの解決

消費者センター
「１８８」

警察署
「♯9110」

安全・安心
な暮らし

消費者庁や
青森県が動く

不適切な取引・
サービスが改善

社会を守ルためには

消費者庁「社会への扉」より

「消費者市民社会」とは社会や環境
のことを考えながら行動し、公正で
持続可能な社会の形成に、積極的に
かかわって作る社会のこと」で、
現在木高生はその一員になるために
勉強中です 青森県消費生活センター

消費の力で未来は変わる 若者編より

「ＳＤＧｓ」
「自然破壊」

「エシカル消費］
「フェアトレード」

●留守番電話や対策電話にしておく

●木高生が注意喚起する ビデオ製作中

●普段から家族で詐欺について話をする。

●？ あれ と思ったらまず「相談窓口」に連絡する
（ または ）

●周囲の人がこまめに様子を確認する
気づき → 声掛け → つなぐ ＝ ネットワークの強化

地域を守ルためには

フォーラムの参加者と一緒にテルミーダンス
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長尾：
　最後になりますが、これまでの話の中に「テルミー
ダンス」というものが何回か出てきました。これは消
費者被害防止テーマソングに合わせて、歌と踊りで気
をつけてほしいトラブルや 188 への相談を呼びかける
内容になっております。2019 年が第１弾で、知事も一
緒に踊った動画を作成しております。この動画には、
先ほどの青森西高校の１年生の皆さんも全員参加して
いただいています。一部、ご覧いただきたいと思います。

テルミーダンス動画
に高校生も参加

知事へ報告

年度作成動画

県内 校から 名の
高校生が参加し、
消費者被害防止を歌で
伝える動画を作成

（動画）
　今年度は第２弾ということで、県内 19 校から 56 名
の高校生に参加いただいて、「青森を守ろう」と、消費
者被害防止を呼びかけた動画を作っております。参加
してくれた代表の高校生の皆さんが知事に完成報告に
来てくれました。

地元アイドル「りんご娘」のダンスと高校生の歌のバージョン

　こちらは、地元アイドル「りんご娘」と高校生の歌
のバージョンの動画です。ご覧いただきたいと思いま
す。

新体操部・チアリーディング部のダンスと高校生の歌のバージョン

（動画）
　こちらは、青森山田高校の新体操部と弘前聖愛高校
のチアリーディングの子たちがダンスを踊ってくれた
バージョンもあります。

（動画）
　こちらは、YouTube のほうでもご覧いただけますの
で、ぜひご覧ください。

学び、つながり、広がることが
地域の「消費者力」アップに

高校生の活動は、消費者市民社会の一つ

高校生の学びが活動へ

一人ひとりの小さな活動が社会を変える力になる
ライフステージの特性に合わせた活動が可能になる

自らを守る＝成年年齢引下げにも動じない

　まとめです。高校生の消費について学んで、一人ひ
とりが活動することで社会を変える力になって、また
若者から高齢者まで各世代のライフステージの特性に
合わせた活動が可能になります。まさに地域の「消費
者力」アップにつながるものと考えています。
　成年年齢引き下げにおけるトラブルにも巻き込まれ
ることなく、自らも守ることができる賢い消費者になっ
て、消費者市民社会のキーマンとして、青森県の未来
をつくる人材となることを期待しています。
　以上で青森県の発表を終わります。ご清聴ありがと
うございました。


